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Ⅰ 会計別予算規模 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 一般会計の状況 

 
１ 予算規模 

 
     一般会計当初予算の規模は、１兆４，４５２億９９百万円です。 
 

なお、平成１８年度当初予算規模（１兆４，２６８億１６百万円）と比較する

と、１．３％の増です。 

 

 

 

（参考） 

地方財政計画の伸び 0.0％減（うち一般歳出の伸び 1.1％減） 

国家予算の伸び   4.0％増（うち一般歳出の伸び 1.3％増） 

 

（単位：百万円、％）

19年度 18年度 増減額 伸び率

①  ② ①-②=③ ③/②

1,445,299 1,426,816 18,483 1.3

普 通会計内の特別会計

（１５会計）

収 益 事 業 会 計

（１会計）

準 公 営 企 業 会 計

（２会計）

公 営 企 業 会 計

（４会計）

計

（２２会計）
35,391

4.7

23.3

0.9

▲ 0.2

3.5

33,638

1,966

318

▲ 531

1,050,374

719,786

8,453

35,446

251,298

1,014,983

753,424

10,419

35,764

250,767

区　　　　分

合　　　　　計

特
　
別
　
会
　
計

一　 般　 会　 計

2,495,673 2,441,799 53,874 2.2
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２ 歳入の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 県税は、１，４１１億円の大幅な増となる見込みです。これは、三位一体

改革に伴う税源移譲が本格実施されることや、住民税の定率減税が廃止された

ことに伴い、個人県民税が大きく増えるためです。一方で、税源移譲の本格実

施までの措置として交付されていた所得譲与税や、定率減税分の補てん措置で

あった減税補てん債、減税補てん特例交付金が合わせて１，１６７億円の減と

なる見込みです。 

（２） 地方交付税及び臨時財政対策債については、現行の地方財政制度において

は、税収の大幅増がマイナスに作用することから、前年度に比べ１６５億円減

の１,９９０億円となるものと見込まれます。 

（３） 県債は、減税補てん債等が減少するものの、大量退職時代に対応した国の

制度改正に伴い、退職手当債を増額したこと等により、６８億９６百万円、

４.８％の増となりました。 

（４） このほか、土地造成整備事業会計からの借入金が７０億円減となっていま

す。 

（単位：百万円、％）

１９　年　度 １８　年　度 増減額 伸び率

① 構成比 ② 構成比 ①-②=③ ③/②

県 税 797,272 55.2 656,147 46.0 141,125 21.5

［ う ち 法 人 関係 税］ [221,901] [15.4] [199,819] [14.0] [22,082] [11.1]

［ う ち 個 人 県民 税］ [261,522] [18.1] [140,720] [9.9] [120,802] [85.8]

地 方 譲 与 税 4,487 0.3 112,487 7.9 ▲ 108,000 ▲ 96.0

［ う ち 所 得 譲与 税］ [0] [0.0] [108,000] [7.6] [▲108,000] ［皆減］

地 方 特 例 交 付 金 2,660 0.2 4,500 0.3 ▲ 1,840 ▲ 40.9

［うち減税補てん特例交付金］ [460] [0.0] [2,900] [0.2] [▲2,440] [▲84.1]

地 方 交 付 税 149,700 10.4 161,000 11.3 ▲ 11,300 ▲ 7.0

国 庫 支 出 金 156,098 10.8 158,827 11.1 ▲ 2,729 ▲ 1.7

県 債 149,841 10.4 142,945 10.0 6,896 4.8

［うち臨時財政対策債］ [49,300] [3.4] [54,500] [3.8] [▲5,200] [▲9.5]

［うち減税補てん債］ [0] [0.0] [6,300] [0.4] [▲6,300] ［皆減］

［うち退職手当債］ [20,000] [1.4] [6,000] [0.4] [14,000] [233.3]

繰 入 金 105,272 7.3 107,889 7.6 ▲ 2,617 ▲ 2.4

そ の 他 79,969 5.5 83,021 5.8 ▲ 3,052 ▲ 3.7

合 計 1,445,299 100.0 1,426,816 100.0 18,483 1.3

区      分



 3

３ 歳出の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（１） 人件費は、定年退職者数の増による退職手当の増などにより約１８０億円、

３.１％の増加となっています。 
（２） 社会保障費は、介護給付費県負担金などの伸びに加え、障害者自立支援法

施行に伴う県負担割合の変更等により、約５４億円、３.８％の増加となって

います。 
（３） 普通建設事業費については、県有施設の耐震化工事や首都圏等から成田 

空港へのアクセス強化を図るための北千葉道路の整備や成田新高速鉄道への 

出資・補助など、緊急に対応すべき事業については増額しましたが、事業の

優先度を踏まえて、見直しを行った結果、前年度に比べて２９億円、２．０％

の減となりました。 
（４） 公債費は、つくばエクスプレス沿線の柏北部中央地区土地区画整理事業の

保留地処分に伴う県債管理基金への積立分が皆減になったことなどにより、 

８１億円、４．６％の減少となっています。 
（５） このほか、税関係交付金については、県税収入の増に伴い約２５億円、  

２．５％の増加となっています。 
 

（単位：百万円、％）

１９　年　度 １８　年　度 増減額 伸び率

① 構成比 ② 構成比 ①-②=③ ③/②

人 件 費 597,172 41.3 579,111 40.6 18,061 3.1

物 件 費 33,081 2.3 33,511 2.4 ▲ 430 ▲ 1.3

社 会 保 障 費 148,218 10.3 142,775 10.0 5,443 3.8

普 通 建 設 事 業 費 144,340 10.0 147,274 10.3 ▲ 2,934 ▲ 2.0

  補　　　　　　助 86,040 6.0 89,743 6.3 ▲ 3,703 ▲ 4.1

    うち一般公共 [72,308] [5.0] [78,433] [5.5] [▲6,125] [▲7.8]

  単　　　　　　独 58,300 4.0 57,531 4.0 769 1.3

公 債 費 170,800 11.8 178,957 12.5 ▲ 8,157 ▲ 4.6

繰 出 金 95,634 6.6 94,151 6.6 1,483 1.6

そ の 他 256,054 17.7 251,037 17.6 5,017 2.0

　 うち税関係交付金 [103,764] [7.2] [101,223] [7.1] [2,541] [2.5]

合 計 1,445,299 100.0 1,426,816 100.0 18,483 1.3

区      分
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４ 行財政システム改革への取組み 
 
千葉県行財政システム改革行動計画に基づく平成１９年度の取組みは、以下のとおり 

です。 

                   (単位：百万円) 

効 果 額 
区 分 主 な 取 組  み  

規 模 一般財源 

○人件費の抑制 

・定員適正化計画に基づいた職員数の 

削減によるもの 

・給与構造改革等によるもの 

▲2,665 

(▲956) 

 

(▲1,709) 

▲2,292

(▲822)

(▲1,470)

内 部 管 理 的 

経費の抑制 

○物件費の抑制 ▲723 ▲701

投資的経費 

の 抑 制 

○事業の精査による抑制 

・うち補助事業 

・うち単独事業 

▲2,934 

(▲3,703) 

(769) 

▲3,703

(▲1,096)

(▲2,607)

一般行政経費 

の 抑 制 
○事業の精査による抑制 ▲2,830 ▲825

歳 出 抑 制 の 合 計           ▲9,152 ▲7,521

○県税収入の確保 

・収入歩合の向上によるもの 

・法人県民税超過課税によるもの 

9,965

(5,812)

(4,153)

○使用料、手数料の見直し 287

自主財源の 

確  保 

○未利用県有地の売却 2,000

歳 入 確 保 の 合 計           12,252

 

 

（１）具体的な取組みについて 

○内部管理的経費の抑制のうち、人件費については、定員適正化計画に基づく   

職員数の削減等により、規模で９億５６百万円、一般財源で８億２２百万円を  

抑制しました。 

また、給与構造改革等による抑制効果は、規模で１７億９百万円、一般財源で  

１４億７０百万円になります。 

 

①職員数の削減 

定員適正化計画（平成１８年度～平成２２年度の５年間）に基づき、県の役割

の見直しや事業の選択と集中などを積極的に進め、業務量に見合った定員  

適正化に取り組み、定数の見直しを行います。 
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【見直しの状況】 

区 分 現 行 改正後 増 減 

知事の事務部局の職員 

のうち大学以外の職員 
8,254 人 8,104 人 ▲150 人 

教 職 員 40,951 人 40,862 人 ▲89 人 

 
 

②給与の抑制・適正化(平成１７年１２月の人事委員会勧告に基づく給与構造改革等) 

効 果 額 
見直しの内容 

規 模 一般財源 

国に準じた給料表水準の引き下げ等 1,709 1,470 

この結果、平成１８年度の本県のラスパイレス指数は、国の水準である 100 を 

下回り 99.2 となっており、全国順位は２８番目です。 

（都道府県平均：99.2） 

 

 

〈参考〉県独自の給与抑制措置として、一般職の給料月額の１．５％～   

３．０％の減額(平成１７年８月から平成１９年７月)と、一般職の管理職

手当の減額措置(平成１７年１月から平成１９年７月）を実施するとともに、

知事等特別職の給料についても、引き続き減額を行っています。 

主な項目 抑制措置の内容 

一般職の給与の 

減額 

給料月額及びこれに係る地域手当を減額 

管理職手当受給職員                 ：3.0％ 

一般職員                       ：1.8％ 

若年層職員(おおむね 20 歳代)         ：1.5％ 

一般職の管理職

手当の減額 

本庁課長級以上の職員                 ：10.0％ 

その他の管理職手当受給者             ：5.0％ 

 
 

③職員住宅の廃止 

民間住宅の供給状況など、社会経済情勢の変化を踏まえ、職員住宅及び   

職員寮の廃止を進めています。 

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度計画 

廃 止 数 
１２棟 

２０５戸 

１８棟 

３３３戸 

４棟 

６４戸 

 

 

 

○物件費については、事務の効率化や経費の抑制に取り組み、規模で７億２３百万

円、一般財源で７億１百万円を抑制しました。 
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○投資的経費については、事業の緊急性・優先度などを精査した結果、補助事業で

は規模で３７億３百万円、一般財源で１０億９６百万円を抑制しました。また、

単独事業では、規模では７億６９百万円の増額となったものの、一般財源では  

２６億７百万円を抑制しました。 

 

 

 

○補助金や委託料などその他一般行政経費については、事務・事業の更なる見直し

により、規模で２８億３０百万円、一般財源で８億２５百万円を抑制しました。 

 

 

【公社等外郭団体の見直し】 

県民負担の軽減を目的として、県依存型の経営から自立型の経営へと転換を 

図り、抜本的な改革に取り組んでいるところであり、平成１９年１月１日現在

の団体数は、４４団体、役職員数は２，３１０人となっています。 

 

 

 

 

 

 
*団体：県が２５パーセント以上出資している法人 

 

 

 

○歳入の確保については、県税収入では、収入歩合の向上と法人県民税の超過課税

の実施により９９億６５百万円を確保するとともに、使用料・手数料では、      

受益者負担の適正化などの観点から必要な見直しを実施し、２億８７百万円を  

確保します。 

              

  

【県税確保の主な取組み】 

・収入歩合の向上 0.7％(目標収入歩合 96.0％)             58 億 12 百万円 

・法人県民税超過課税の延長(平成 17 年 11 月から 5年間)   41 億 53 百万円 

 

 

 

 

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 
(平成 19 年 1月 1 日現在) 

見直し団体  
(財)千葉県老人クラブ連合会 
(財)千葉県社会教育施設管理財団 
(財)千葉県スポーツ振興財団 

千葉都市モノレール(株) 
(財)千葉県福祉ふれあい財団 

上記団体に 

係る役職員数 
１９２人 １４５人 
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【使用料・手数料の主な見直しの状況】 

・建築基準法に基づく検査手数料（新規）           41 百万円 

・県立高等学校等の授業料（改定）             1 億 5 百万円 

・自動販売機に係る行政財産使用料（改定）           5 百万円 

・ＩＣカード免許証に係る交付等手数料（平成 20 年 1 月から改定）  

1 億 19 百万円 
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５ 地方債の状況 

(１)県債発行額 

○ 県債については、税収増や定率減税の廃止などに伴い臨時財政対策債及び減税補

てん債が減少するものの、大量退職に対応するため１８年度に制度改正された退職

手当債を増額するとともに、成田新高速鉄道の建設推進や防災・耐震対策など   

緊急性の高い事業を促進するため、前年度(１，４２９億円)に比べ６９億円増の  

１，４９８億円となります。 

・建設地方債           ４４億円増の８０５億円(前年度当初７６１億円) 

・退職手当債          １４０億円増の２００億円(前年度当初 ６０億円) 

・臨時財政対策債・減税補てん債 １１５億円減の４９３億円(前年度当初６０８億円) 

 

○地方債依存度は、１０．４％〈国の平成1９年度地方財政計画 １１．６％〉となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県債残高の推移 

○ 平成１９年度末の県債残高は、２兆４，５９５億円となる見込みです。 

（県民一人当たり４０万７千円） 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇県債の新規発行額の推移

1,275 1,413
1,779

1,021 1,181
870 761 805

505

1,207 905

671 608
493

20060

30

23

2331

296
70

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｈ12 13 14 15 16 17 18 19 年度

億円

建設地方債 退職手当債 臨時財政対策債・減税補てん債

◇県債残高の推移

17,671 18,297 19,134 19,206 19,351 19,183 18,986 18,851

3,651 4,266 4,827 5,280

169
146

190 217 214 210 267 464

2,7921,631
1,171

910

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ｈ12 13 14 15 16 17 18 19
年度

億円

建設地方債 退職手当債 臨時財政対策債・減税補てん債

2,307 2,258 
2,086

1,541
1,429 

20,955

※１７年度までは決算額、１８年度は９月現計、１９年度は当初予算 

19,637
22,215

23,216 23,659 24,080 

18,727

24,595

1,498
1,376 

1,732 

※１７年度までは決算額、１８年度は９月現計、１９年度は当初予算 
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(参考) 

① 実質的な県債残高の推移 

 満期一括償還分の積立基金の使途は、県債の償還に限られることから、これを県債残高から

控除したものが実質的な残高となります。平成１９年度末の実質的な県債残高は、     

２兆３，００９億円となる見込みです。 

なお、臨時財政対策債・減税補てん債を除く建設地方債等の残高については、減少する傾向

となっています。 

◇実質的な県債残高の推移(満期一括償還積立基金を控除した残高)

17,412 17,891 18,630 18,676 18,821 18,344 17,819 17,445

3,626 4,209 4,735 5,116

448256204213217190

146
169

897
1,152

1,606 2,766

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ｈ12 13 14 15 16 17 18 19
年度

億円

建設地方債 退職手当債 臨時財政対策債・減税補てん債

 
② 普通会計決算における県民一人あたりの県債残高の推移 

 全国的な比較ができる普通会計決算による平成１６年度の一人当たりの県債残高は、全国 

(都道府県合計)の６２万４千円に対して本県は３８万６千円であり都道府県中２番目に少ない

ものとなっています。 

 

180 
218 

246 
276 

303 319 325 335 352 
371 386

316 

372 
418 

457 
502

534 551 566
589 

610 624

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

千葉県 全国(都道府県合計)
千円

年度

20,426

※１７年度までは決算額、１８年度は９月現計、１９年度は当初予算 

19,212 

21,659 22,660 22,757 22,810

18,455

23,009

※ 地方債残高は総務省都道府県財政状況調査、人口は各年度末の住民基本台帳に基づき算定 

17,558 18,060 
18,820 18,893 19,034 18,548 

18,075 17,893
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６ 収支見通し 
 

・ 県税については、景気回復を受けて法人関係税が引き続き伸びていくことなどによ

り、１８年度当初予算と比べ実質２４４億円の増となる見込みです。 

 
 県税収入自体は１８年度当初予算と比べ、１，４１１億円と大幅な増となっています。 

 これは、三位一体改革に伴う税源移譲が本格実施されることや、住民税の定率減税が廃止

されたことに伴い、個人県民税が大きく増えるためです。 

 しかし、同時に、税源移譲の本格実施までの措置として交付されていた所得譲与税や、定

率減税分の補てん措置であった減税補てん債、減税補てん特例交付金が合わせて１，１６７

億円減額となりますので、実質的な県税増収額は２４４億円となります。 
 

・ しかし、地方交付税は、交付額が全国ベースで７，０００億円も減額されたこと

に加え、せっかくの景気回復による法人関係税の増収も交付税の算定上はマイナス

要因に働き、１８年度当初予算と比べ１１３億円の減額となる見込みです。 

  さらに交付税の身替りである臨時財政対策債も５２億円の減額となる見込みであ

り、これらを加味すると、県税増収の効果は、約７９億円しか見込めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 一方、退職手当を中心とする人件費や、社会保障費などの義務的経費は、これら

歳入の伸びを上回って増加しています。 

  このため、徹底した歳出の見直しや、退職手当債などの特例的な地方債の活用、

企業庁からの更なる１１０億円の借り入れ（１８年度は１８０億円）など、可能な

限りの財源対策を行いましたが、当初予算段階では、まだ１６８億円の財源不足が

生じています。 

 

・ このため、１９年度においても、１８年度同様、執行時期が年度末となる退職手

当を財源不足分だけ計上留保することで対応せざるを得ませんでした。 

 

・ この財源不足につきましては、今後も、県税収入を中心とした歳入の確保と執行

段階での経費節減を行っていくことで、なんとか１９年度中に解消できるよう努め

てまいります。 

（参考）                           単位：億円 

区    分 １９年度 
当  初 

１８年度 
当  初 増  減 

県     税 ① ７，９７２ ６，５６１ １，４１１ 
所 得 譲 与 税 ② ０ １，０８０ ▲１，０８０ 

減税補てん債  ③ ０ ６３ ▲６３ 
減税補てん特例交付金 ④ ５ ２９ ▲２４ 
実質県税 ①～④計  Ａ ７，９７７ ７，７３３ ２４４ 

地 方 交 付 税 ⑤ １，４９７ １，６１０ ▲１１３ 
臨時財政対策債 ⑥ ４９３ ５４５ ▲５２ 
地方交付税等 ⑤+⑥ Ｂ １，９９０ ２，１５５ ▲１６５ 

※ 実質的な増収効果は７９億円 


